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　ヘイトスピーチ規制に際しては、「憎悪」とは何かについて明確にすることが困難である。しか
し、その定義が曖昧なまま規制を行うと、表現の自由の重要性に鑑みた際に、萎縮的効果や自己検
閲を招く恐れがある。非常に感情的で主観的な「憎悪」概念について、カナダの最高裁判所では、
それらを減じる基準が示された。そこで、本稿では、「憎悪」概念について初めて示された Taylor 
事件判決及びその定義を修正した Whatcott 事件判決の取り組みを分析することで、カナダ最高裁
判所がどのように主観性の問題を解決しようと試みたのかという点に焦点を当てる。このようなヘ
イトスピーチ規制に普遍的に付随する「主観性」の問題を分析することは、日本の議論においても
示唆に富むものである。
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除去することはできないと認めながらも、可能な
限り客観的な解釈及び適用がなされるための基準
が示された。カナダ最高裁判所における主観性を
中心とした規制文言の曖昧性への取り組みは、い
まだヘイトスピーチ規制のなされていない日本に
おいても有用であろう3。本稿では、Taylor事件
判決の憎悪概念を修正したWhatcott事件判決を
概観し、ヘイトスピーチ規制に伴う主観性の除去
という観点から検討する。

１．Taylor事件判決における憎悪概念
本 件 は、John Ross Taylor と 西 部 防 衛 党

(Western Guard Party)が録音された人種差別的
メッセージを電話サービスによって拡散してい
た。この行為が「個人又は集団が差別の禁止原因
に基づき特定しうるという事実を理由に憎悪又は
軽蔑へ個人又は集団を晒す傾向のある事柄を、全
体的又は部分的に議会の立法権限の範囲内におけ
る電話事業の設備によって、繰り返し電話で伝達
し、又は伝達をさせることは個人又は協力して行
動する集団にとって差別的行為である」と規定す
るカナダ人権法(Canadian Human Rights Act)13
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はじめに

カナダにおけるヘイトスピーチ規制の判例法理
は、1990年から始まった。三部作（trilogy）判決
1といわれる3つのリーディングケースのうち、
Canada (Human Right Commission) v. Taylorで
は、ヘイトスピーチの本質的要素でもある憎悪概
念について分析がなされた。裁判所は、この定義
を試みる際に、表現の自由の価値に鑑み、その文
言が曖昧であると表現者に「萎縮的効果」を及ぼ
し、表現者の自己検閲を招いてしまうという懸念
から、限定的な解釈を示した。しかし、ヘイトス
ピーチ規制が「憎悪」という主観的な感情を伴う
ために、その明確性に関して多くの批判がなされ
た。この点につき、Taylor事件判決から二十余年
後 に 下 さ れ た Saskatchewan (Human Rights 
Commission) v. Whatcott2では、主観性を完全に
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条1項で禁じられている差別的行為にあたるとし、
人権審判所はTaylorらに対して、本件行為を中止
するように命令した4。Taylorはこの中止命令を
再三無視したため、法廷侮辱により訴追されたが、
カナダ人権法13条1項が権利及び自由に関するカ
ナダ憲章(以下、「カナダ憲章」) 2条(b)に反すると
主張した5。カナダ最高裁判所は、本件を分析す
るにあたり、R. v. Oakes6においてDickson主席裁
判官が示した、二段階アプローチ及びOakesテス
トに基づき判断した7。

このうち、人権制約の最小性(minimal impairment)
に関する分析段階において、カナダ人権法13条1
項の「憎悪又は軽蔑(hatred or contempt)」とい
う文言が過度に広範で非常に曖昧であると争われ
た。Dickson主席裁判官は、まず、カナダ人権法
の目的が個人又は識別しうる集団への損害という
よりむしろ制度的差別を根絶するということに向
けられていると指摘した8。その上で、Nealy v. 
Johnston9を参照し、憎悪の辞書的意味を提示し
ながらも、カナダ人権法における「憎悪」の焦点
は、その目的に照らして、他者又は集団に向けら
れる極端な敵意を伴う感情及び印象であるとし
た。すなわち、13条1項の「憎悪又は軽蔑」とい
う文言が「非常に強度で深い嫌悪(detestation)、
中傷(calumny)及び誹謗(vilification)」にのみ適用
されるべきであると限定的な解釈を示した10。結
果として、人権法13条1項は、表現の自由に対す
る合理的制限であるとして正当化された。

これに対して、反対意見を執筆したMcLachlin
裁判官は、人権制約の最小性について、13条1項
が差別を助長しようと意図も計画もしない言論、
単に嘲笑に晒す言論、及びメッセージが気に入ら
なければ電話を切ることができる個人への言論を
含むゆえに、その手段が非常に広範で、非常に侵
害的であり、1条分析の下で正当化されないと判
断した11。Dickson主席裁判官との結論の相違は、
Dickson主席裁判官が「憎悪」概念の限定的な解
釈 に よ っ て 解 決 を 試 み た こ と に 対 し て、
McLachlin裁判官が制限の最小性に関して、規制
手段に対するより厳密な分析を行ったことに起因
する。

本判決では、4対3という僅差でカナダ人権法13

条1項の合憲性が支持されたが、同条項は2014年6
月に削除された12。その要因として、融和的性格
を有すると言われる同人権法に制裁目的を有する
罰金規定が創設されたこと13、審判所レベルには
なるがRichard Warman v. Marc Lemire14におい
て違憲の判断が下されたこと15などが挙げられ
る。次に紹介するWhatcott事件判決は、連邦の
人権法が削除されたことにより、州人権法の合憲
性について大きな注目を集めた。同判決では、
Taylor事 件 判 決 に お い て 反 対 意 見 を 書 い た
McLachlin裁判官が法廷意見を執筆し、全員一致
で問題となった州人権法の合憲性を確認した。

２．Whatcott事件判決における憎悪概念の
　　限定解釈

本件は、同性愛者やソドミストを批判するビラ
を配布したWilliam WhatcottがSaskatchewan州
人権法14条1項(b)16の規定に違反するとされた事
件である。Saskatchewan州人権法14条1項(b)は、

「禁止される原因に基づき個人又は集団を憎悪に
晒す、又は晒す傾向があり、嘲笑し、下落させ、
又はその他の方法によって彼らの尊厳を傷つけ
る」表現物を規制していた。同法2条1項m.01号
では、この禁止される原因として、「宗教、信条、
婚姻状況、家族状況、性別、性的指向、傷害、年
齢、肌の色、家系、国籍、出自、人種又は知覚さ
れる人種、生活保護を受けていること、及び性的
同一性（gender identity）」が挙げられていた。
本件ビラは、このうちの性的指向に基づく表現で
あるとして、本件ビラが配布された4名が人権審
判所に申し立てをした。人権審判所は、本件ビラ
が州人権法14条1項(b)の禁止する表現物にあたる
とし、Whatcottに対して、申立人への損害賠償
を認める判断を下した。これに対してWhatcott
は、本件州人権法がカナダ憲章2条(a)及び(b)を侵
害するとして、女王座部裁判所へ訴えた。女王座
部裁判所は審判所の決定を支持したが17、連邦控
訴裁判所はこれを破棄した18。これに対して、カ
ナダ最高裁判所は、Saskatchewan州人権法の「嘲
笑し、下落させ、又はその他の方法によって彼ら
の尊厳を傷つける」という部分を違憲であるとし、
条文から切り離し、「憎悪に晒す、又は晒す傾向
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があ」るという部分については、カナダ憲章1条
の下で正当化されるとして、全員一致で人権法14
条1(b)項の合憲性を支持した。

法廷意見はカナダ憲章1条の下での分析に入る
前に、Taylor事件判決によって示された「憎悪」
概念について再考した。法廷意見が憂慮する主観
性に関する問題は、①裁判官や仲裁者の主観的見
解による恣意的で一貫性のない判断となる恐れが
あること、②そもそも「憎悪」という文言自体が
本質的に主観的であるということである。

①法適用者の主観性
法廷意見は、主観性の問題は人権立法に特有の

ものではなく、裁判官も人間である以上、完全な
客観性を得ることは不可能であると認識してい
る。その上で、「理性的人間(reasonable person)」
というモデルを採用し、裁判所又は人権審判所は
同じ立場又は状況の理性的人間がどのように行動
し、考えるかに基づき法を適用すべきであるとし
た。すなわち、裁判所は「関係する文脈又は状況
を知っている理性的人間によって客観的に考察さ
れる場合に、問題の言論は標的となる集団の構成
員を憎悪に晒すこと又は晒す傾向のあるものとし
て理解される」19かどうかに判断の基準を置くべ
きであるとされる。

②「憎悪」概念の本来的主観性
法廷意見は、「憎悪」という感情が本来的に主

観的であり、客観的で一貫した適用が困難である
と認識していた。すなわち、法は一般的かつ網羅
的な文言となっていることが多く、具体的適用の
場面において、その意味は明らかとなる。そのた
め、客観的な適用を追求するためには、立法府に
よって選択された法規定の文言の適切な意味を確
認し、立法目的と一致した方法で法を適用するこ
とが必要であると示した。とりわけ、「憎悪」と
いう文言の主観性を取り除くためには、(ⅰ)「憎
悪又は軽蔑」の意味を明らかにし、(ⅱ)州人権法
の立法目的を探る必要がある。

(ⅰ)そこで、法廷意見は、まず「憎悪又は軽蔑」
の意味に関して、Taylor事件判決において示され
た「憎悪又は軽蔑」が「非常に強度で深い嫌悪
(detestation)、中傷(calumny)及び誹謗(vilification)」
を指すという定義を確認した20。その上で、「嫌

悪(detestation)」及び「誹謗(vilification)」という
文言は、本件人権法が除去しようとする有害な効
果を適切に表しているとした。すなわち、個人又
は集団を罵る表現物は、彼らを中傷又は否定する
だろうし、彼らを聴衆にとって危険であり、価値
のないものとして扱う。それに対して、「中傷
(calumny)」という文言は、必ずしもヘイトスピー
チを構成せず、定義に包含される必要はないとし
た。すなわち、「中傷(calumny)」という言葉の「他
者の評判を傷つけるように意図された虚偽かつ悪
意のある不実表示」21という辞書的意味に鑑みれ
ば、それは標的となる集団を憎悪に晒すと認定す
るためには十分でないと判断した。

(ⅱ)次に、法廷意見は、ヘイトスピーチのため
の基準と立法目的を関連づけることが主観性及び
広範性の両方を最小限にするための要であると述
べた22。そして、人権法の文脈からすると、州人
権法による規制は保護された集団に対する差別的
取り扱いを扇動し、助長する可能性を有する最も
極端な類型の表現を除去することを狙っていると
される。そのため、法を適用する際に、裁判所は
問題となっている表現が保護された集団を憎悪に
晒す可能性があるかどうか、及び立法府が除去し
ようと求める活動へ潜在的に導くかどうかを評価
しなければならない23。

おわりに

Taylor事件判決においても、憎悪に基づく禁止
の主観性及び恣意性が立法目的に十分な効果を与
えることによって減ぜられるだろうと示されてい
た。その上で、Dickson主席裁判官は立法目的に
照らし、カナダ人権法13条1項の「憎悪又は軽蔑」
という文言を限定解釈していた。Taylor事件判決
においてもすでに認識されていた主観性への懸念
を認識しても、なおWhatcott事件判決の法廷意
見が憎悪概念を修正した理由はどこにあるのか。
Whatcott事件判決においては、本件が20年以上
もの年月が経過していること、及び解釈・適用さ
れる立法規定及び事実が異なっているということ
が指摘された24。確かに、時代や立法規定、事実
などが異なれば、適用される憎悪概念の意味も変
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化することも考えられうる。しかし、前述のよう
に、連邦レベルの人権法に対する批判及び審判所
による違憲の判断もその要因として挙げられるだ
ろう。

本件では、法適用者の主観性について、各州の
先例で確立した「理性的人間」のモデルが最高裁
において正式に受容され25、憎悪概念の本来的主
観性についても、それを減じるための分析がなさ
れた。とりわけ、「憎悪又は軽蔑」の意味に関し
ては、Taylor事件判決における「非常に強度で深
い 嫌 悪(detestation)、 中 傷(calumny)及 び 誹 謗
(vilification)」という定義のうち、「中傷(calumny)」
の文言が除かれた。Taylor事件判決においては人
権制約の最小性の分析の中でなされた憎悪概念の
分析が、Whatcott事件判決において合憲性審査
の判断枠組みに入る前に検討されたということ
は、これらの分析が本件のみに適用されるもので
はなく、ヘイトスピーチ規制に伴う主観性の問題
を考察する際の先例として大きな意味をもつであ
ろう。
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